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監 査 公 表 第 ３ ０ 号
地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 実 施 し た 定 期 監 査 の 結

果 は 、 次 の と お り で す 。
平 成 26年 11月 21日

福 島 県 監 査 委 員 小 桧 山 善 継
福 島 県 監 査 委 員 三 村 博 昭
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

１ 監 査 実 施 期 間 平 成 26年 ９ 月 ２ 日 ～ 平 成 26年 10月 21日
２ 監 査 対 象 機 関 本 庁 15箇 所 、 公 所 ７ 箇 所
３ 監 査 の 結 果

監 査 は 、 平 成 25会 計 年 度 の 財 務 に 関 す る 事 務 に つ い て 実 施 し た 。
⑴ 知 事 直 轄

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

知事直轄 平成26年10月14日 美馬武千代 実地監査 平成26年８月18日

上 記 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。
⑵ 総 務 部

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

平成26年９月２日
総務部 平成26年10月10日 三村 博昭 美馬武千代 実地監査 ～

平成26年９月９日

───────────────────────────────────────────────────────────
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県中地方振興 平成26年７月29日
平成26年９月２日 三村 博昭 美馬武千代 実地監査

局 平成26年７月30日

県南地方振興 平成26年７月23日
平成26年９月３日 小桧山善継 美馬武千代 実地監査

局 平成26年７月24日

会津地方振興 平成26年７月23日
平成26年９月５日 三村 博昭 尾形 克彦 実地監査

局 平成26年７月24日

南会津地方振 平成26年７月29日
平成26年９月５日 三村 博昭 尾形 克彦 実地監査

興局 平成26年７月30日

いわき地方振 平成26年７月29日
平成26年９月３日 小桧山善継 美馬武千代 実地監査

興局 平成26年７月30日

○ 下 記 の と お り 指 摘 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 今 後 こ の よ う な こ と の 生 じ な い よ う 適
正 な 事 務 処 理 に 努 め る こ と 。
指 摘 事 項
・ 県 民 税 利 子 割 交 付 金 、 県 民 税 配 当 割 交 付 金 及 び 県 民 税 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付
金 の 市 町 村 交 付 に つ い て 、 著 し く 適 切 で な い も の が あ る 。
「 事 実 」
平 成 23年 ２ 月 の 県 民 税 利 子 割 等 の 税 収 見 合 い 市 町 村 交 付 金 に つ い て 、 平 成

22年 度 ３ 月 （ 平 成 23年 ３ 月 ） 交 付 分 に 計 上 す べ き と こ ろ 、 東 日 本 大 震 災 の 影
響 で 税 務 シ ス テ ム が 使 用 不 能 と な っ た こ と か ら 収 入 額 の 確 定 が で き ず 計 上 で
き な か っ た た め 、 当 該 収 入 額 確 定 後 に 到 来 す る 交 付 時 期 （ 利 子 割 ・ 配 当 割 ：
同 年 度 ８ 月 、 譲 渡 所 得 割 ： 平 成 23年 度 ３ 月 ） に 計 上 す べ き と こ ろ 、 不 十 分 な
チ ェ ッ ク 体 制 な ど の た め 交 付 漏 れ が 生 じ た 。 ま た 、 交 付 額 の 算 定 額 の 算 定 基
礎 と な る 金 額 の 計 上 誤 り に よ り 交 付 額 に 過 不 足 が 生 じ た 。
１ 平 成 23年 ２ 月 収 入 額 の 計 上 漏 れ に よ る 交 付 漏 れ

県 民 税 利 子 割 交 付 金 68 , 0 2 7 , 8 0 7円
県 民 税 配 当 割 交 付 金 3 , 3 5 8 , 7 2 6円
県 民 税 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 17 , 5 43円

計 71 , 4 0 4 , 0 7 6円
２ 算 定 基 礎 額 誤 り に よ る 交 付 過 不 足

県 民 税 利 子 割 交 付 金 192 , 4 6 2円
県 民 税 配 当 割 交 付 金 △ 18円
県 民 税 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 ０ 円

計 192 , 4 4 4円
「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」
県 民 税 に 係 る 市 町 村 へ の 交 付 金 交 付 に 当 た っ て は 、 チ ェ ッ ク が 容 易 に で き

る よ う な 算 定 資 料 の 見 直 し 、 チ ェ ッ ク 体 制 の 更 な る 強 化 を 実 施 す る と と も に 、
関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。 （ 財 務 総 室 ）

○ 下 記 の と お り 指 導 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 措 置 又 は 留 意 ・ 改 善 す る よ う 指 導 し た 。
指 導 事 項
・ 県 庁 舎 等 除 染 作 業 に 係 る 設 計 ・ 積 算 業 務 委 託 に お い て 、 検 査 結 果 を 速 や か に
通知しな かったことから、 受 託者の請求が遅れ 支払時期が遅延する こととなっ
た 。 （ 文 書 管 財 総 室 ）

・ 「住民基本 台帳ネットワー クシ ステム用サーバ等 一式」と「住民基本 台帳ネッ
ト ワ ー ク シ ス テ ム 用 代 表 端 末 等 一 式 」 の 賃 貸 借 に お い て 、 借 入 品 管 理 簿 を 整
理 し 、 管 理 を 行 う べ き と こ ろ 行 わ れ て い な い 。 （ 市 町 村 総 室 ）

・ 公 用 自 動 車 に つ い て 、 不 用 を 決 定 し 、 廃 棄 手 続 を す る 際 に 抹 消 登 録 手 数 料 を
支 出 せ ず に 、 収 入 と な る 売 払 代 金 か ら 控 除 し て 、 差 引 額 を 収 入 調 定 し て い る 。

（ 県 中 地 方 振 興 局 ）
上 記 以 外 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。

⑶ 企 画 調 整 部

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

───────────────────────────────────────────────────────────
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平成26年９月２日
企画調整部 平成26年10月15日 三村 博昭 美馬武千代 実地監査 ～

平成26年９月11日

○ 下 記 の と お り 指 摘 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 今 後 こ の よ う な こ と の 生 じ な い よ う 適
正 な 事 務 処 理 に 努 め る こ と 。
指 摘 事 項
・ 歳 入 を 受 け 入 れ た 会 計 年 度 に 誤 り が あ る 。
「 事 実 」
県 が 甲 連 合 会 に 貸 付 を 実 施 し て い る 「 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 金 」 に 係 る 平

成 25年 度 分 の 償 還 金 86 , 3 6 2千 円 を 収 入 す る に 当 た り 、 同 年 度 分 諸 収 入 と し て
受 け 入 れ な け れ ば な ら な い と こ ろ 、 平 成 24年 度 出 納 整 理 期 間 中 、 同 年 度 諸 収
入 と し て 調 定 及 び 収 入 し て い る 。
「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」
収 入 事 務 の 執 行 に 当 た っ て は 、 関 係 規 定 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。 特 に 、

出 納 整 理 期 間 中 に お い て は 、 会 計 年 度 所 属 区 分 の 確 認 に つ い て 内 部 チ ェ ッ ク
を よ り 徹 底 さ せ 適 切 に 行 う こ と 。 （ 企 画 調 整 総 室 ）

○ 下 記 の と お り 指 導 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 措 置 又 は 留 意 ・ 改 善 す る よ う 指 導 し た 。
指 導 事 項
・ 電 力 柱 に 係 る 行 政 財 産 使 用 許 可 に 基 づ く 土 地 使 用 料 （ 19件 28 , 5 0 0円 ） に つ い
て 納 期 限 を 平 成 25年 ４ 月 30日 と し て 同 年 ４ 月 １ 日 に 調 定 す べ き と こ ろ 、 同 年
９ 月 24日 に 調 定 し て い る 。 （ 企 画 調 整 総 室 ）

・ 平 成 25年 ４ 月 １ 日 付 け 人 事 異 動 に 係 る 組 織 改 編 に 伴 い 必 要 と な っ た 情 報 通 信
ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム Ｌ Ａ Ｎ 変 更 工 事 に お い て 、 平 成 24年 度 現 計 予 算 の 範 囲
内 で 執 行 し た 残 余 分 を 平 成 25年 ４ 月 １ 日 付 け で 分 割 し て 発 注 し た が 、 Ｈ Ｕ Ｂ
撤 去 、 設 置 等 に 係 る 必 要 数 量 等 に つ い て 、 参 考 見 積 書 に 記 載 さ れ て い る に も
か か わ ら ず 設 計 積 算 に は 含 め な か っ た た め 過 小 設 計 （ 27 , 9 3 0円 ） と な っ て お
り 、 工 事 施 工 後 に は 、 当 該 Ｈ Ｕ Ｂ 設 置 等 の 施 工 図 及 び 竣 工 写 真 が 提 出 さ れ て
い る に も か か わ ら ず 、 十 分 な 履 行 確 認 、 検 査 等 を 行 わ な い で 、 必 要 と な っ た
変 更 設 計 及 び 変 更 契 約 も 行 っ て い な い 。 ま た 、 通 信 ケ ー ブ ル の 試 験 数 量 等 の
積 算 誤 り に よ り 過 大 設 計 （ 57 , 3 5 4円 ） と な っ て い る 。 さ ら に 平 成 26年 ３ 月 28
日 付 け で 発 注 し た 同 年 ４ 月 １ 日付け人事異動に 係る組織改編に伴い 必要となっ
た 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム Ｌ Ａ Ｎ 変 更 工 事 に お い て 、 設 計 積 算 に 誤 り
が あ り 、 過 小 設 計 （ 31 , 5 0 0円 ） と な っ て い る 。 （ 情 報 統 計 総 室 ）

・ 不 用 パ ソ コ ン の 売 払 契 約 に お い て 、 デ ー タ 減 却 を 指 示 し た パ ソ コ ン の 種 別 及
び 数 量 と 作 業 証 明 書 に 記 載 さ れ て い る 種 別 及 び 数 量 が 合 致 し て お ら ず 、 ま た
デ ー タ の 減 却 の 確 認 が な さ れ て い な い 。 （ 情 報 統 計 総 室 ）

・ 公 益 財 団 法 人 甲 に 使 用 さ せ て い る 土 地 に つ い て 、 行 政 財 産 使 用 許 可 を 行 っ て
お ら ず 、 ま た 当 該 土 地 に 設 置 さ れ て い る 建 物 に 係 る 管 理 経 費 に つ い て も 徴 収
し な い ま ま 、 指 定 管 理 者 に 対 す る 委 託 料 の 中 で 負 担 し て い る 。

（ 文 化 ス ポ ー ツ 局 ）
・ ふ く し ま 海 洋 科 学 館 木 床 補 修 工 事 に お い て 、 設 計 額 が 予 算 額 を 上 回 っ た 段 階
で 、 施 工 を ２ か 年 度 に 分 割 す る こ と で 生 じ る 費 用 増 加 を 含 む 影 響 の 評 価 や 平
成 25年 度 に お け る 一 括 施 工 に 向 け た 予 算 措 置 の 検 討 が 不 十 分 な ま ま 、 当 該 年
度 に お い て は 現 計 予 算 の 範 囲 内 で 執 行 可 能 な 分 を 、 残 余 分 に つ い て は 平 成 26
年 度 に 分 割 し て 発 注 し た た め 、 経 済 性 及 び 効 率 性 を 欠 い て い る 。

（ 文 化 ス ポ ー ツ 局 ）
⑷ 生 活 環 境 部

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

平成26年８月18日
生活環境部 平成26年10月７日 三村 博昭 美馬武千代 実地監査 ～

平成26年８月22日

上 記 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。

───────────────────────────────────────────────────────────
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⑸ 保 健 福 祉 部

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

平成26年９月２日
保健福祉部 平成26年10月20日 小桧山善継 美馬武千代 実地監査 ～

平成26年９月12日

○ 下 記 の と お り 指 導 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 措 置 又 は 留 意 ・ 改 善 す る よ う 指 導 し た 。
指 導 事 項
・ 保 育 士 修 学 資 金 貸 付 事 業 に 対 す る 補 助 事 業 を 創 設 す る に 当 た り 、 国 の 「 安 心
こ ど も 基 金 管 理 運 営 要 領 」 に 基 づ き 、 当 該 補 助 金 交 付 要 綱 に 交 付 年 度 ご と に
精 算 す る 規 定 を 設 け る べ き と こ ろ 、 当 初 交 付 し た 補 助 金 を 複 数 年 度 に わ た っ
て 使 用 で き る こ と と し た た め 、 甲 団 体 に 対 し て 補 助 金 63 , 2 9 6 , 0 0 0円 を 過 大 に
交 付 し た ま ま と な っ て い た 。 （ 自 立 支 援 総 室 ）

・ 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 （ ４ 件 74 , 2 6 5円 ） に つ い て 支 給 が 遅 延 し て い る 。
（ 自 立 支 援 総 室 ）

・ 福 島 県 保 健 師 等 修 学 資 金 の 返 還 債 務 の 免 除 決 定 事 務 に お い て 、 事 務 が 大 幅 に
遅 延 し て い る も の が あ る 。 （ 健 康 衛 生 総 室 ）

⑹ 商 工 労 働 部

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

平成26年９月10日
商工労働部 平成26年10月17日 美馬武千代 尾形 克彦 実地監査 ～

平成26年９月12日

○ 下 記 の と お り 指 導 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 措 置 又 は 留 意 ・ 改 善 す る よ う 指 導 し た 。
指 導 事 項
・ 平 成 24年 度 に 債 務 負 担 行 為 を 設 定 し た 緊 急 雇 用 対 策 事 業 に つ い て 、 当 初 契 約
以 降 の 各 部 、 各 契 約 ご と の 業 務 執 行 状 況 等 を 適 時 適 切 に 把 握 し て い な い た め 、
債 務 負 担 行 為 に 係 る 予 算 執 行 等 に お け る 事 務 処 理 が 複 雑 化 し 、 計 画 性 及 び 効
率 性 を 欠 く も の と な っ て い る 。 （ 商 工 労 働 総 室 ）

⑺ 農 林 水 産 部

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

平成26年９月２日
農林水産部 平成26年10月16日 三村 博昭 美馬武千代 実地監査 ～

平成26年９月12日

上 記 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。
⑻ 土 木 部

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

平成26年８月18日
土木部 平成26年10月８日 三村 博昭 美馬武千代 実地監査 ～

平成26年８月28日

県中建設事務 平成26年７月17日
平成26年９月２日 三村 博昭 美馬武千代 実地監査

所 平成26年７月18日

富岡土木事務
平成26年９月４日 小桧山善継 美馬武千代 実地監査 平成26年６月26日

所

○ 下 記 の と お り 指 導 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 措 置 又 は 留 意 ・ 改 善 す る よ う 指 導 し た 。

───────────────────────────────────────────────────────────
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指 導 事 項
・ 平 成 14年 ３ 月 20日 付 け で 契 約 し た 甲 公 社 の 運 営 に 係 る 資 金 貸 付 の 当 初 契 約 書
（ 原 本 ） が 所 在 不 明 と な っ て い る 。 （ 道 路 総 室 ）

上 記 以 外 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。
⑼ 出 納 局

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

出納局 平成26年10月14日 三村 博昭 美馬武千代 実地監査 平成26年８月27日

上 記 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。
⑽ 議 会

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

議会事務局 平成26年10月14日 三村 博昭 美馬武千代 実地監査 平成26年８月28日

上 記 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。
⑾ 教 育 委 員 会

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

平成26年８月19日
教育庁 平成26年10月21日 小桧山善継 尾形 克彦 実地監査 ～

平成26年８月27日

○ 下 記 の と お り 指 摘 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 今 後 こ の よ う な こ と の 生 じ な い よ う 適
正 な 事 務 処 理 に 努 め る こ と 。
指 摘 事 項
・ 超 過 勤 務 手 当 の 支 給 に 著 し く 適 切 で な い も の が あ る 。
「 事 実 」
職 員 ８ 人 の 延 べ 20か 月 分 の 超 過 勤 務 実 績 に つ い て 、 月 当 た り 60時 間 を 超 え

た 超 過 勤 務 時 間 を 区 別 せ ず 全 て 60時 間 ま で と し て 集 計 し た こ と 及 び 時 間 外 運
転 業 務 を 超 過 勤 務 時 間 と し な か っ た こ と か ら 、 手 当 の 不 足 支 給 と な っ て い る 。
支 給 済 額 5 , 0 3 5 , 3 3 3円
正 当 支 給 額 5 , 2 4 0 , 1 4 1円
不 足 支 給 額 204 , 8 08円

「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」
超 過 勤 務 手 当 の 支 給 に 当 た っ て は 、 所 属 長 、 給 与 担 当 者 及 び 職 員 が 制 度 内

容 を 理 解 す る と と も に 、 内 部 チ ェ ッ ク 機 能 を 充 実 さ せ 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適
正 に 行 う こ と 。 （ 健 康 教 育 課 ）

○ 下 記 の と お り 指 導 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 措 置 又 は 留 意 ・ 改 善 す る よ う 指 導 し た 。
指 導 事 項
・ 公 益 財 団 法 人 甲 に 委 託 し た 埋 蔵 文 化 財 発 掘 調 査 業 務 を 行 わ せ る た め に 使 用 さ
せ て い る ２ 箇 所 の 建 物 に つ い て 、 行 政 財 産 使 用 許 可 を 行 っ て い な い 。

（ 財 務 課 ）
・ 甲 町 に 委 託 し て 実 施 し た 「 学 び を 通 じ た 被 災 地 の 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ ー 再 生 支
援 事 業 」 に つ い て 、 当 該 事 業 の 委 託 料 で 支 出 す べ き で な い 費 用 が 含 ま れ て い
る 。 （ 社 会 教 育 課 ）

・ 公 益 財 団 法 人 甲 に 委 託 し た 文 化 財 発 掘 調 査 に つ い て 、 人 件 費 相 当 額 を 含 め て
よ り 地 方 財 政 措 置 が 有 利 な 復 興 基 盤 総 合 整 備 事 業 で 予 算 措 置 さ れ る よ う 関 係
機 関 に 要 請 す べ き と こ ろ 、 当 該 人 件 費 相 当 額 に つ い て は 県 単 独 事 業 で あ る 当
該 法 人 に 対 す る 運 営 補 助 金 で 措 置 し て い る 。 （ 文 化 財 課 ）

・ 公 益 財 団 法 人 甲 に 委 託 し た 文 化 財 発 掘 調 査 ２ 事 業 に つ い て 、 当 該 業 務 を 実 施
す る た め の 対 価 と し て 、 一 括 し て 委 託 料 と し て 支 出 す べ き と こ ろ を 、 人 件 費
等 相 当 額 を 補 助 金 と し て 、 ま た 物 件 費 相 当 額 を 委 託 料 と し て 一 体 の 業 務 を 分
割 し て 支 出 し て い る 。 （ 文 化 財 課 ）

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



平成26年11月21日 金曜日 福 島 県 報 号外第56号 6

・ 国 等 か ら 受 託 し て い る 文 化 財 発 掘 調 査 業 務 に つ い て 、 国 等 に 対 し て 負 担 を 求
め る に 当 た り 、 積 算 内 容 と 事 務 の 実 態 が 合 わ な い も の が あ る 。 （ 文 化 財 課 ）

・ 公 益 財 団 法 人 甲 が 教 育 委 員 会 か ら 受 託 し た 発 掘 調 査 業 務 に 使 用 す る た め 昭 和
56年 度 か ら 借 り 受 け て い る 建 物 の 使 用 料 を 支 出 し て い る が 、 当 該 建 物 が 建 築
基 準 法 の 規 定 に 基 づ く 建 築 確 認 を 受 け て い な い に も か か わ ら ず 、 是 正 措 置 等
の 指 示 、 指 導 等 を 行 っ て い な い 。 ま た 、 当 該 建 物 を 利 用 す る に 当 た っ て 、 同
年 度 以 降 賃 借 料 が 多 額 に 及 ん で い る に も か か わ ら ず 、 買 取 り 等 の 検 討 を 行 わ
な い な ど 、 費 用 対 効 果 も 含 め た 経 費 節 減 に 向 け た 精 査 、 検 証 等 を 十 分 に 行 わ
ず 経 済 性 を 欠 い て い る 。 （ 文 化 財 課 ）

⑿ 公 安 委 員 会

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

平成26年８月18日
警察本部 平成26年10月９日 小桧山善継 尾形 克彦 実地監査 ～

平成26年８月25日

上 記 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。
⒀ 監 査 委 員

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

監査委員事務
平成26年10月14日 美馬武千代 実地監査 平成26年８月28日

局

上 記 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。
⒁ 人 事 委 員 会

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

人事委員会事
平成26年10月14日 美馬武千代 実地監査 平成26年８月28日

務局

上 記 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。
⒂ 労 働 委 員 会

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職員調査年月日

労働委員会事
平成26年10月14日 三村 博昭 美馬武千代 実地監査 平成26年８月22日

務局

上 記 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。
（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 ３ １ 号
平 成 26年 ９ 月 26日 監 査 公 表 第 28号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 12項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 知 事 か ら 次 の と お り 措 置 状 況
の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

平 成 26年 11月 21日
福 島 県 監 査 委 員 小 桧 山 善 継
福 島 県 監 査 委 員 三 村 博 昭
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

2 6 財 第 1 8 3 9 号
平 成 26年 10月 31日

福 島 県 監 査 委 員 小 桧 山 善 継
福 島 県 監 査 委 員 三 村 博 昭

様

───────────────────────────────────────────────────────────
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福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

福 島 県 知 事 佐 藤 雄 平 □印
定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

平 成 26年 ９ 月 ３ 日 付 け 26福 監 第 107号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 12項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。

（ 別 紙 ）
定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て

１ 監 査 対 象 機 関 相 双 農 林 事 務 所
監 査 対 象 年 度 平 成 25年 度
監 査 実 施 年 月 日 平 成 26年 ８ 月 21日

指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」
物 品 購 入 の 契 約 手 続 に お い て 、 著 し く 農 林 総 務 課 と 相 双 農 林 事 務 所 と の 打 合

適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。 せ に お い て 、 今 後 同 一 仕 様 で 複 数 台 数 の
物 品 購 入 の 契 約 手 続 を 行 う 際 に は 、 財 務

「 事 実 」 規 則 等 を 遵 守 し 、 導 入 す べ き 時 期 を 十 分
条 件 付 一 般 競 争 入 札 で 一 括 契 約 す べ き に 考 慮 し た 上 、 経 済 性 及 び 効 率 性 の 観 点

ノ ー ト パ ソ コ ン の 購 入 に お い て 、 計 画 性 か ら 、 発 注 を 分 割 す べ き 特 殊 な 事 情 が な
を 欠 い て い た こ と か ら 、 平 成 26年 ２ 月 以 い 限 り 基 本 的 に 一 括 発 注 を 実 施 す る こ と
降 同 一 仕 様 の 43台 全 て を 分 割 し て 同 一 業 を 確 認 し ま し た 。
者 と の 単 独 随 意 契 約 （ 単 価 96 , 6 00円 、 契 なお、部内各機関に対し、組織的なチェッ
約総額 4,153,800円）により購入している。 ク 体 制 の 強 化 に つ い て 会 議 等 で 周 知 徹 底

を 図 り 、 再 発 防 止 に 努 め て ま い り ま す 。
「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」
物 品 購 入 の 契 約 事 務 に お い て は 、 関 係

規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う と と も に 経 済 性
に 留 意 し て 計 画 的 に 行 う こ と 。

２ 監 査 対 象 機 関 県 北 建 設 事 務 所
監 査 対 象 年 度 平 成 25年 度
監 査 実 施 年 月 日 平 成 26年 ８ 月 26日

指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」
河 川 敷 占 用 料 の 延 滞 金 が 収 入 調 定 さ れ 平 成 22年 度 以 降 の 河 川 敷 占 用 料 に 係 る

て い な い 。 延 滞 金 に つ い て は 、 内 容 に つ い て 再 度 精
査を行い、その結果 16件 106 ,600円 に つい

「 事 実 」 て 調 定 を 行 い ま し た 。
河 川 敷 占 用 料 に 係 る 収 入 調 定 す べ き 延 今 後 は 、 調 定 漏 れ を な く す た め 、 主 担

滞 金 に つ い て 、 平 成 2 2年 度 以 降 の 1 6件 当 、 副 担 当 等 職 員 間 で の チ ェ ッ ク を 徹 底
106 , 3 00円 が 調 定 さ れ て い な い 。 す る と と も に 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 切 な

事 務 処 理 に 努 め て ま い り ま す 。
「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」
歳 入 調 定 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 に 基

づ き 適 正 に 行 う こ と 。

３ 監 査 対 象 機 関 会 津 若 松 建 設 事 務 所
監 査 対 象 年 度 平 成 25年 度
監 査 実 施 年 月 日 平 成 26年 ８ 月 28日

指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」

───────────────────────────────────────────────────────────
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委 託 業 務 の 設 計 積 算 に 適 切 で な い も の 委 託 業 務 の 設 計 積 算 に つ い て は 、 現 場
が あ る 。 に お い て 地 形 条 件 等 を 十 分 に 確 認 し た 上

で 、 設 計 業 務 等 標 準 積 算 基 準 に 基 づ き 、
「 事 実 」 積 算 に お け る 地 域 設 定 、 各 種 単 価 、 補 正
測 量 設 計 業 務 委 託 （ 道 路 ・ 基 幹 ） 国 道 係 数 等 を 厳 正 に 適 用 し 、 適 正 な 設 計 書 を

252号 に おいて、測量の地域差による変化 作 成 し ま す 。
率 の 適 用 を 誤 り 、 設 計 額 が 過 小 と な っ て ま た 、 積 算 設 計 ミ ス に 関 す る 情 報 を 共
い る 。 有 し 、 所 内 勉 強 会 の 実 施 な ど を 通 し て 積

正 設 計 額 4 , 151 , 7 0 0円 算 担 当 者 及 び 検 算 者 の 技 能 向 上 を 図 る と
誤 設 計 額 3 ,872 , 4 0 0円 と も に 、 所 内 に お け る 検 算 作 業 の チ ェ ッ
過 小 設 計 額 279 , 3 00円 ク 体 制 を 改 善 ・ 強 化 し 、 積 算 ミ ス の 再 発

防 止 に 努 め こ と と し ま し た 。
「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」
委 託 業 務 の 設 計 積 算 に 当 た っ て は 、 関

係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と は も と よ
り 、 チ ェ ッ ク 体 制 の 見 直 し 及 び 強 化 に 努
め る こ と 。

「 指 摘 事 項 」
修 繕 料 の 支 払 事 務 に 著 し く 適 切 で な い 維 持 修 繕 業 務 の 発 注 に 当 た っ て は 、 福

も の が あ る 。 島 県 財 務 規 則 に 基 づ き 適 切 な 会 計 処 理 を
行 う と と も に 、 次 の 再 発 防 止 策 を 講 じ ま

「 事 実 」 し た 。
平 成 25年 度 に 発 注 し た 県 道 の 照 明 設 備 ・ 修 繕 業 務 担 当 者 が 必 ず 発 注 伺 書 を 作

修 繕 及 び 県 管 理 国 道 の 道 路 情 報 ラ イ ブ カ 成 し 、 必 要 な 所 内 決 裁 後 に 発 注 を 行
メ ラ 修 繕 に 係 る 修 繕 料 の う ち 、 1 9 件 う こ と を 徹 底 す る 。
2,046 , 601円 に つ いて、 履 行 を 確 認 し な が ・ 発 注 し た 業 務 は 事 務 執 行 管 理 表 に 整
ら 平成 26年 ５ 月 22日 に 受 託 者 か ら 申 出 が 理 し 、 業 務 ・ 経 理 担 当 が 相 互 に 、 定
あ る ま で 最 長 で ほ ぼ １ 年 間 関 係 書 類 を 放 期 的 に チ ェ ッ ク す る 。
置 し 支 払 手 続 を 行 っ て い な か っ た 。 ・ 業 務 完 了 後 、 修 繕 業 務 担 当 者 に 提 出

さ れ た 書 類 に つ い て 、 修 繕 業 務 担 当
「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」 課 内 で 必 要 な 確 認 を 行 っ た 後 、 直 ち
支 出 事 務 に つ い て は 、 関 係 書 類 の 滞 留 に 総 務 課 経 理 担 当 に 引 き 継 ぐ と と も

防 止 に 向 け チ ェ ッ ク 体 制 を 見 直 す と と も に 、 請 求 書 は 経 理 担 当 が 業 者 か ら 直
に 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 執 行 す る こ 接 受 理 す る 。
と 。 ・ 経 理 担 当 に お い て は 、 発 注 伺 書 の コ

ピ ー を 発 注 管 理 簿 と し て 保 管 し 、 関
係 書 類 の 受 理 、 履 行 、 支 払 等 の 執 行
管 理 を 確 実 に 行 う 。

４ 監 査 対 象 機 関 南 会 津 建 設 事 務 所
監 査 対 象 年 度 平 成 25年 度
監 査 実 施 年 月 日 平 成 26年 ８ 月 ８ 日

指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」
物 品 購 入 の 契 約 手 続 に お い て 、 著 し く 随 意 契 約 に お い て は 、 地 方 自 治 法 施 行

適 切 で な い も の が あ る 。 令第 167条の２（随意契約）等の根拠規定
に 基 づ き 、 適 正 な 会 計 処 理 を 行 う よ う 職

「 事 実 」 員 に 対 し 周 知 徹 底 を 図 り ま し た 。
平 成 25年 12月 26日 に 契 約 し た 除 雪 車 部 特 に 除 雪 車 部 品 の 購 入 に つ い て は 、 不

品 の 購 入 に お い て 、 計 画 的 な 執 行 管 理 を 適 切 な 分 割 発 注 及 び 単 独 随 意 契 約 を 再 発
行 い 、 条 件 付 一 般 競 争 入 札 に よ り 一 括 で し な い よ う に す る た め 、 内 部 牽 制 を 強 化

けん

契 約 す べ き と こ ろ を 、 単 独 随 意 契 約 と す す る こ と と し 、 下 記 の 改 善 策 を 講 じ ま し
る た め ３ 分 割 し て 発 注 し て い る 。 た 。
１ 契 約 金 額 964 , 9 08円 ・ 部 品 管 理 簿 と 車 両 管 理 簿 の 整 備 ・ 充

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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契 約 日 平 成 25年 12月 26日 実 を 図 り 、 在 庫 状 況 に 応 じ た 適 切 か
発 注 先 Ａ 有 限 会 社 つ 計 画 的 な 部 品 調 達 を 行 う 。

２ 契 約 金 額 911 , 3 05円 ・ 執 行 伺 （ 所 内 様 式 ） に よ る 意 思 決 定
契 約 日 平 成 25年 12月 26日 手 続 を 徹 底 し 、 適 切 な 契 約 方 法 に よ
発 注 先 Ａ 有 限 会 社 り 発 注 す る 。

３ 契 約 金 額 942 , 0 70円
契 約 日 平 成 25年 12月 26日
発 注 先 Ａ 有 限 会 社
合 計 2 ,818 , 28 3円

「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」
契 約 事 務 の 執 行 に 当 た っ て は 、 関 係 規

程 に 基 づ き 適 切 に 行 う と と も に 、 計 画 的
な 執 行 管 理 を 行 う こ と 。

５ 監 査 対 象 機 関 福 島 空 港 事 務 所
監 査 対 象 年 度 平 成 25年 度
監 査 実 施 年 月 日 平 成 26年 ７ 月 31日

指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」
土 地 使 用 料 の 調 定 に 著 し く 遅 延 し て い 事 務 処 理 の 進 行 管 理 が 不 十 分 で あ っ た

る も の が あ る 。 た め 行 政 財 産 の 使 用 許 可 が 遅 延 し 、 そ の
結 果 、 土 地 使 用 料 の 調 定 時 期 が 遅 延 し た

「 事 実 」 も の で す 。 ご 指 摘 の 内 容 を 踏 ま え 、 今 後
土地使用料 10件 14,575,755円 について、 は 同 様 な 事 例 を 繰 り 返 さ な い よ う 進 行 管

納 期 限 を 平 成 25年 ４ 月 30日 と し て 同 年 ４ 理 を 徹 底 す る と と も に 内 部 チ ェ ッ ク 機 能
月 １ 日 に 調 定 す べ き と こ ろ 、 同 年 10月 24 を充実させ、適正な事務処理に努めます。
日 に 調 定 し て い る 。

「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」
歳 入 の 調 定 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 に

基 づ き 適 正 な 時 期 に 行 う こ と 。

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 ３ ２ 号
平 成 26年 ９ 月 26日 監 査 公 表 第 29号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 12項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 か ら 次 の と お
り 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

平 成 26年 11月 21日
福 島 県 監 査 委 員 小 桧 山 善 継
福 島 県 監 査 委 員 三 村 博 昭
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

2 6 病 第 5 9 9 号
平 成 26年 10月 15日

福 島 県 監 査 委 員 小 桧 山 善 継
福 島 県 監 査 委 員 三 村 博 昭

様
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 丹 羽 真 一 □印
定 期 監 査 の 結 果 に 関 す る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

平 成 26年 ９ 月 ３ 日 付 け 26福 監 第 108号 で 報 告 の あ っ た 県 立 病 院 事 業 に 関 す る 定 期 監 査 の
結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 12項 の 規 定 に よ り 措 置 状 況 を 別 紙 の と お り 通 知 し ま
す 。

───────────────────────────────────────────────────────────
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（ 別 紙 ）
定 期 監 査 結 果 に 関 す る 措 置 状 況

指 摘 事 項 措 置 の 状 況

病 院 局

「 指 摘 事 項 」
内 部 牽 制 体 制 が 不 完 全 な 中 、 著 し く 適 正 を 欠 い 不 適 正 な 事 務 処 理 が 行 わ れ て

けん

た 事 務 処 理 が 行 わ れ て い る 。 い た ４ 件 の 事 務 に つ い て は 、 平
成 25年 11月 21日 ま で に 契 約 の 締

「 事 実 」 結 を 行 い 、 同 年 12月 ３ 日 ま で に
会 津 総 合 病 院 の 閉 院 に 伴 い 、 平 成 25年 ５ 月 13日 委 託 料 ３ 件 の 支 払 を 行 う と と も

か ら 同 年 ７ 月 31日 ま で の 間 、 当 該 病 院 職 員 の う ち に 、 売 払 収 入 １ 件 の 入 金 を 確 認
５ 名 が 病 院 局 本 局 （ 以 下 「 本 局 」 と い う 。 ） の 駐 し ま し た 。
在 員 と し て 、 現 地 で 残 務 処 理 に 当 た っ て い た 。 今 後 は 、 職 員 一 人 一 人 へ の コ
同 年 ７ 月 頃 、 駐 在 員 Ａ に よ っ て 下 記 ４ 件 の 著 し ン プ ラ イ ア ン ス を 徹 底 す る と と

く 適 正 を 欠 い た 処 理 が 行 わ れ た が 、 駐 在 員 相 互 の も に 、 局 内 の 研 修 会 等 を 通 し 、
チ ェ ッ ク や 、 本 局 に よ る 業 務 の 進 行 管 理 が 不 十 分 担 当 職 員 の 制 度 理 解 を 深 め 、 適
で あ っ た こ と か ら 、 同 年 ８ 月 に 業 者 か ら 本 局 に 対 正 な 事 務 の 執 行 に 努 め て ま い り
し 経 費 が 未 払 で あ る 旨 の 申 出 が あ る ま で 、 当 該 不 ま す 。
適 正 な 事 務 処 理 を 把 握 す る こ と が で き な か っ た 。 さらに、財務打合せ等により、
ま た 、 駐 在 期 間 終 了 時 に お け る 引 継 ぎ が 不 十 分 業 務 の 進 行 管 理 確 認 及 び 情 報 の

で あ り 事 実 の 確 認 が 困 難 で あ っ た こ と な ど か ら 、 共 有 を 徹 底 す る と と も に 、 人 事
最 終 的 な 支 払 が 12月 に な る な ど 、 当 該 不 適 正 な 事 異動時の事務引継を適正に行い、
務 の 対 応 に 長 時 間 を 要 し て い る 。 未 処 理 案 件 が な い よ う 、 組 織 と
１ 正 当 な 契 約 手 続 を 経 ず に 口 頭 で 不 用 品 等 の し て の チ ェ ッ ク 体 制 の 強 化 に 努
搬 出 業 務 を 発 注 し た も の ３ 件 、 契 約 金 額 め て ま い り ま す 。
25 , 3 22 , 9 0 0円

２ 正 当 な 契 約 手 続 を 経 ず に 不 用 品 金 属 を 売 り
払 い 、 代 金 が 未 収 入 の も の １ 件 、 売 払 金 額
742 , 8 54円

「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」
事 務 の 執 行 に 当 た っ て は 、 病 院 局 財 務 規 程 に 基

づ き 適 正 な 事 務 処 理 を 行 う こ と は も と よ り 、 内 部
牽 制 が 適 切 に 行 わ れ る よ う 、 組 織 と し て の チ ェ ッ
けん

ク 体 制 を 強 化 す る こ と 。

矢 吹 病 院

「 指 摘 事 項 」
扶 養 手 当 、 寒 冷 地 手 当 及 び 期 末 手 当 の 支 給 に 適 職 員 Ａ に 対 し 説 明 を し た 上 で

切 で な い も の が あ る 。 平 成 25年 ７ 月 18日 に 1 3 3 , 2 2 5円
の 納 入 通 知 書 を 発 行 し 、 同 月 25

「 事 実 」 日 に 納 入 さ れ ま し た 。
職 員 Ａ の 配 偶 者 に 係 る 扶 養 手 当 に つ い て 、 雇 用 今 後 は 、 管 理 職 員 を 加 え た 複

保 険 の 受 給 額 が 所 得 要 件 を 超 え る 期 間 に お い て も 数職員によるチェックを徹底し、
支 給 を 継 続 し た た め 、 扶 養 手 当 、 寒 冷 地 手 当 及 び 関 係 規 程 に 基 づ い た 適 正 な 処 理
期 末 手 当 が 過 払 と な っ て い る に 努 め て ま い り ま す 。

正 当 支 給 額 既 支 給 額 過 支 給 額
扶 養 手 当 0円 78 , 0 0 0円 78 , 0 00円
寒 冷 地 手 当 51 , 0 00円 89 , 0 0 0円 38 , 0 0 0円
期 末 手 当 720 , 7 61円 737 , 9 86円 17 , 225円
計 771 , 7 61円 904 , 9 86円 133 , 2 25円

「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

各 種 手 当 の 支 給 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 に 基 づ
き 適 正 に 行 う こ と 。

（ 監 査 総 務 課 ）


